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                契約変更理由書                   神戸市  

 

業  務  名   会下山低層配水場擁壁補修工事 

契約変更後の業務概要  

 

・撤去工 一式（樹木伐採、間知石積撤去、フェンス撤去他） 

・間知ブロック積 53m2、法面 Co 張り 24m2、フェンス設置 19.9m 

・Ｌ型側溝①(L-515×800) L=11.5ｍ、Ｌ型側溝②(底版のみ B=450) L=5.0ｍ 

・Co 舗装 15m2 

 契約変更の理由 

 

・土中コンクリート殻撤去・処分の増工について 

ブロック積擁壁の掘削に伴い、土中からコンクリート殻が確認され、集積、運搬、処分の作

業が増となる。 

・簡易土留工及び土壌改良の変更について 

ブロック積擁壁の掘削に際し、背面の地山から湧水が確認され、掘削断面の安全性確保のた

め掘削断面の変更、簡易土留工の設置及び残土処分に伴う土壌改良が増となる。 

・ブロック積擁壁の背面埋戻し材の変更について 

ブロック積擁壁の背面から湧水処理を行うため、埋戻し材料を砕石に変更となる。 

・切株保護コンクリートの増工について 

施工箇所内の大木除去作業に際し、大型重機等の搬入が不可能なため、切株の処理としてコ

ンクリートで覆った工法となる。 

・水止めコンクリート工の増工について 

みらいおもいけ園に接する擁壁の上部に、近年多発する豪雨による影響に対処するため、水

止めコンクリート壁の設置が増となる。 

・目隠し壁設置・撤去の増工について 

工事施工箇所がみらいおもいけ園内からの作業となるため、工事に伴う騒音等の影響を軽減

するため、目隠し壁の設置が増となる。 

 

以上 

 
 
 
 
 
 
 
 


